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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
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一 

 



 

四 

従
来
国
は
、
地
代
算
定
の
原
則
に
基
づ
い
て
定
額
方
式
に
よ
り
使
用
料
を
徴
収
し
て
き
た
と
こ
ろ
、
今
般
、 

 
 

全
く
合
理
性
の
な
い
収
益
に
基
づ
く
算
定
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
は
何
故
か
。 

五 

民
事
の
賃
貸
借
関
係
に
お
い
て
、
特
約
が
な
い
限
り
、
貸
主
は
借
主
に
対
し
帳
簿
等
の
開
示
を
要
求
す
る
権 

 
 

三 

今
回
の
改
定
は
収
益
分
収
方
式
に
よ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
国
有
林
野
法
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る 

 

「
分
収
」
の
考
え
方
を
基
礎
と
し
て
お
り
、
地
代
の
決
定
に
は
な
じ
ま
な
い
概
念
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

一 

国
有
地
使
用
料
は
民
法
上
の
地
代
と
同
じ
概
念
で
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。 

今
般
、
林
野
庁
は
山
小
屋
敷
地
使
用
料
の
算
定
方
式
を
改
定
し
、
従
来
の
定
額
方
式
か
ら
収
益
分
収
方
式
に
改 

 
 

定
す
る
意
向
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
次
の
点
を
説
明
さ
れ
た
い
。 

二 

地
代
額
を
決
定
す
る
も
つ
と
も
重
要
な
要
因
は
該
土
地
の
地
価
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

 
山
小
屋
敷
地
使
用
料
算
定
方
式
の
改
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

 

四 

利
は
な
い
と
思
う
が
ど
う
か
。 

六 

前
号
に
よ
り
法
律
に
よ
ら
ず
に
営
業
実
績
報
告
書
等
の
提
出
を
義
務
付
け
る
こ
と
は
、
憲
法
第
三
十
一
条
に 

 

違
反
す
る
と
思
う
が
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


